
農用地区域変更明細書

１　変更する土地（編入）
整理 筆数 土地の所在地 地目 用途 面積 地区番号

番号 （町字・地番） 区分 ㎡ 区域番号

1 1 久留野町 109 田 田 1272.00 五條Ａ 中山間事業のため

2 久留野町 110 田 田 1117.00 五條Ａ

3 久留野町 138 田 田 1173.00 五條Ａ

4 久留野町 153 田 田 690.00 五條Ａ

5 久留野町 169-2 田 田 23.00 五條Ａ

6 久留野町 170-2 田 田 26.00 五條Ａ

7 久留野町 223-1 田 田 991.00 五條Ａ

8 久留野町 279-1 田 田 1404.00 五條Ａ

9 久留野町 303 畑 田 52.00 五條Ａ

10 久留野町 326 田 田 175.00 五條Ａ

11 久留野町 362-1 田 田 396.00 五條Ａ

12 久留野町 627 田 田 284.00 五條Ａ

13 久留野町 641 田 田 231.00 五條Ａ

14 久留野町 642 田 田 409.00 五條Ａ

15 久留野町 643 田 田 393.00 五條Ａ

16 久留野町 762 田 田 561.00 五條Ａ

17 久留野町 763 田 田 373.00 五條Ａ

18 久留野町 764 田 田 320.00 五條Ａ

19 久留野町 765-1 田 田 597.00 五條Ａ

20 久留野町 768 田 田 978.00 五條Ａ

21 久留野町 813-2 田 田 191.00 五條Ａ

22 久留野町 892 田 田 79.00 五條Ａ

23 久留野町 1003-1 田 田 998.00 五條Ａ

24 久留野町 1010-1 田 田 280.00 五條Ａ

25 久留野町 1017-3 田 田 411.00 五條Ａ

26 久留野町 1222 田 田 62.00 五條Ａ

27 久留野町 1278 田 田 161.00 五條Ａ

市町村意見編入理由

市として農用地の確保を図る上で必要
と判断し、法10条3項5号の要件に該当
するため、農用地として編入する。
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2 28 牧町 1033 田 田 476.00 五條Ｂ 中山間事業のため

3 29 住川町 8-2 田 田 241.00 五條Ａ 中山間事業のため

4 30 牧町 2524 山林 樹園地 7298.00 五條Ｂ 中山間事業のため

5 31 三在町 299-1 田 田 637.00 五條Ａ 中山間事業のため

32 三在町 60-1 田 田 99.00 五條Ａ

33 三在町 62 田 田 872.00 五條Ａ

34 三在町 68 田 田 786.00 五條Ａ

35 三在町 77-2 田 田 105.00 五條Ａ

6 36 生子町 266-34 山林 樹園地 － 五條Ｂ 中山間事業のため

7 37 阪合部新田町 374-19 山林 樹園地 － 五條Ｂ 中山間事業のため

8 38 牧町 2129-25 山林 樹園地 1984.00 五條Ｂ 改植事業のため

39 野原東7丁目2129-22 山林 樹園地 302.00 五條Ｂ

市として農用地の確保を図る上で必要
と判断し、法10条3項5号の要件に該当
するため、農用地として編入する。
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9 40 滝町 380-1 山林 樹園地 3487.00 五條Ｂ 改植事業のため

41 滝町 380-3 山林 樹園地 40.00 五條Ｂ

42 滝町 382-1 山林 樹園地 4214.00 五條Ｂ

43 滝町 383-1 山林 樹園地 9216.00 五條Ｂ

44 滝町 383-2 畑 樹園地 310.00 五條Ｂ

45 滝町 384 山林 樹園地 991.00 五條Ｂ

10 46 湯谷市塚町 403 山林 樹園地 2082.00 五條Ｂ 改植事業のため

11 47 上之町 25-1 田 田 719.00 五條Ａ 中山間事業のため

12 48 上之町 330-1 田 田 337.00 五條Ａ 中山間事業のため

49 上之町 331-1 田 田 653.00 五條Ａ

50 上之町 352-1 田 田 1207.00 五條Ａ

市として農用地の確保を図る上で必要
と判断し、法10条3項5号の要件に該当
するため、農用地として編入する。
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13 51 岡町 2017 田 田 228.00 五條Ａ 中山間事業のため

52 岡町 1851 田 田 469.00 五條Ａ

53 岡町 1852 田 田 191.00 五條Ａ

54 岡町 1788-1 畑 畑 307.00 五條Ａ

55 岡町 1830-1 田 田 350.00 五條Ａ

56 岡町 3477 田 田 46.00 五條Ａ

57 岡町 1847-1 田 田 279.00 五條Ａ

58 岡町 1785-1 田 田 67.00 五條Ａ

59 岡町 3399 田 田 228.00 五條Ａ

60 岡町 3400 田 田 347.00 五條Ａ

61 岡町 3402 田 田 462.00 五條Ａ

62 岡町 3398 田 田 323.00 五條Ａ

63 岡町 1795-1 田 田 495.00 五條Ａ

64 岡町 1820-1 田 田 683.00 五條Ａ

14 65 中之町 632 田 田 528.00 五條Ａ 中山間事業のため

66 中之町 633 田 田 720.00 五條Ａ

67 中之町 634 田 田 168.00 五條Ａ

68 中之町 635 田 田 185.00 五條Ａ

69 中之町 636 田 田 555.00 五條Ａ

70 中之町 1115 田 田 343.00 五條Ａ

71 中之町 1116 田 田 376.00 五條Ａ

72 中之町 1117 田 田 409.00 五條Ａ

73 中之町 1118 田 田 337.00 五條Ａ

市として農用地の確保を図る上で必要
と判断し、法10条3項5号の要件に該当
するため、農用地として編入する。


